
 

 

大阪港湾局危機管理事案連絡会議設置要綱 

 

（設置目的） 

第1条 本連絡会議は、当局事業及び所管施設の管理に伴い発生した事故や危機管理事象 

に対して、時期を失することなく、局内連絡体制を密にし、適切な対応を早期に実

施することを目的とする。 

 

（協議対象事項） 

第2条 本連絡会の協議対象事項は次のとおりとする。 

(1) 管理瑕疵により市民に被害を与える事故が発生した場合。 

(2) 管理運営上、重大な事故につながる可能性のある事実が確認された場合。 

(3) その他、重大な事故につながる情報が得られた場合。 

 

（取組内容） 

第3条 本連絡会議の取組内容は次のとおりとする。 

(1) 早期に局内での情報の共有化を図ること。 

(2) 関係先への情報連絡の徹底。 

(3) 被害者・マスコミへの適切な対応。 

(4) 的確な初期対応の実施と 2次災害の防止。 

(5) 対策本部の設置に関する意思決定。 

(6) 対応策の検討と各部署への具体的な指示。 

 

（組織） 

第4条 本連絡会議は次のとおりとする。 

(1) 局部長（局長、理事、総務部長、計画整備部長、施設管理部長） 

(2) 幹事（総務課長、計画課長、保全監理課長、管理課長、施設課長） 

(3) 担当課（課長、課長代理） 

(4) その他局長が必要と認める者 

 

（事務局） 

第5条 事務局は、総務課が行う。 

 

（実施の細目） 

第6条  この要綱に定めるもののほか、本連絡会議の運営に関し必要な事項は局長が定

める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 19年８月 14日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 23年４月１日から施行する。 



 

附 則 

 この要綱は、平成 28年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年６月 27日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


